
○川根本町自主防災会防災用資機材整備事業費補助金交付要綱

平成17年9月20日

告示第4号

第1 趣旨

町長は、地域において防災活動を行う住民による自主防災組織を育成するため、防災

用資機材整備事業を実施する自主防災会に対し、予算の範囲内において補助金を交付す

るものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第

39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

(1) この告示において「防災用資機材整備事業」とは、大規模地震対策等総合支援事業

費補助金交付要綱(平成7年10月13日付け地震第268号静岡県総務部長通知)において補

助の対象となる防災用資器材を自主防災会が整備することをいう。

(2) この告示において「自主防災会」とは、川根本町内の自治会単位で結成された防災

のための組織をいう。

第3 補助の対象及び補助率

(1) 補助の対象

別表に掲げる資機材の整備に要する経費

(2) 補助率

(1)に掲げる経費の3分の2以内とする

第4 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 収支予算書(様式第3号)

エ 資金状況調べ(様式第4号)

オ 見積書等の金額が明確となる資料

(2) 提出期限

別に定める日まで

第5 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなけ

ればならない。

ア 補助金額の合計において、増額がある場合

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けな

いで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に

供してはならないこと。

(3) 町長の承認を受けて(2)の財産を処分することにより、収入があった場合には、そ

の収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。



(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけれ

ばならないこと。

(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳

簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

第6 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第5号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

ウ 変更収支予算書(様式第3号)

第7 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第6号)

イ 事業実績書(様式第2号)

ウ 収支決算書(様式第3号)

エ 領収書の写し

オ 納品確認の写真

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日

の属する年度の3月15日のいずれか早い日まで

第8 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第7号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第9 概算払の請求手続

提出書類 各1部

ア 概算払請求書(様式第7号)

イ 資金状況調べ(様式第4号)

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町自主防災組織資機材整備費補助金

交付要綱(平成17年中川根町告示第16号)又は本川根町自主防災組織整備費補助金交付要

綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなさ

れたものとみなす。



附 則(平成21年3月31日告示第45号)

この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。

附 則(平成23年4月26日告示第30号)

この告示は、公示の日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。

附 則(平成23年8月29日告示第47号)

改正 平成24年3月26日告示第55号

1 この告示は、公示の日から施行し、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用

する。

2 この告示の施行前に、改正前の規定により町長に対してなされた申請その他の手続は、

それぞれこの告示の相当の規定によりなされた申請その他の手続とみなす。

附 則(平成24年3月26日告示第55号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。



様式第２号－２（第４、第６、第７関係） 

自主防災会防災用資機材補助対象一覧 

区分 資機材名 備考 区分 資機材名 備考 

情報伝達用

資機材 

電池メガホン   救護用資機

材 

担架   

簡易無線機   救急セット   

初期消火用

資機材 

街頭用消火器   

避難生活用

資機材 

強力ライト   

街頭用格納庫   標旗・腕章   

バケツ   ロープ   

砂袋   発動発電機   

ホース乾燥施

設 

  釜(かまど付)

又は移動式炊

飯機 

D級可搬ポンプ

又はC級可搬ポ

ンプ 

鍋   

救助用資機

材 

バール   受水槽(1トン)

丸太 
  ろ水機(2トン

／h) 

折りたたみ梯

子 
テント   

のこぎり 
  ビニールシー

ト 

掛矢   井戸   

斧   燃料   

スコップ   仮設トイレ   

つるはし 
  非常用排便収

納袋 

鍬   防災用毛布   

もっこ   非常用食料   

石み   防災用マット   

ナタ   防災用ベッド   

ペンチ   防災用倉庫 防災倉庫   

鉄線はさみ   

大ハンマー   

片手ハンマー   

一輪車   

ロープ   

ゴムボート   

リヤカー   

ジャッキ   

チェーンソー   


